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～毎月 10日は人権を考える日～ 

 

差別のない社会を願う 

                丹原高等学校 ３年 大川 真奈 

 私はこれまでに人権問題に関する授業を受けてきた。そのため、人権問題に関する知識が身に付いている

と思っていたが、まだまだ身に付いていなかった。 

 先日、水平社博物館研修に参加した。そこでは水平社宣言の「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という言

葉を目にした。この言葉は以前から、意味はよくわからないままに覚えていたが、水平社博物館研修に参加

して、「社会で人々の力強い願いが叶うように、そして人間が社会で生き生きできるように」という意味で

あることを知ることができた。 

 わが国初の人権宣言といわれる水平社宣言が出されたのは、今から１００年前の１９２２年３月だ。宣言

の原文は、被差別部落出身の若者たちが考えたものである。長い歴史の中で不当な差別を受けてきた人々の

苦しい思いが記されているだけでなく、全ての人々がどのような差別も受けることなく、人間らしく暮らし

ていける社会の実現を願う気持ちが込められている。 

 被差別部落に対する差別意識は、基本的人権の尊重を掲げた日本国憲法の施行後も解消されず、劣悪な生

活環境も改善されなかった。その後、行政によって住宅や道路などの物理的な生活環境は大きく改善された

が、差別意識はなくなっていない。２０１６年に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、その

なかで、国は部落差別の存在を認め、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する」

と述べている。 

水平社宣言から１００年後の今は、宣言が目指した、あらゆる差別を許さず、誰もが一人の人間として尊

重される社会になっているだろうか。以前は見過ごされていた、様々なハラスメントが社会で問題となり、

人権尊重の意識が高まっていることは確かに感じる。しかしその一方で、インターネットやＳＮＳ上での誹

謗中傷や人種差別、性の在り方に対する偏見など、新たな人権問題が発生していることも事実だ。こうした

現状をみると、部落差別に限らず、ある日突然、差別の被害者になる可能性は誰にでもあると考えられる。

社会を変えられるのは私たち一人一人だ。水平社宣言から１００年後の今、私たちにできることは何だろう

か。 

 現代は、メディアで様々な人権問題が取り上げられるようになり、個人の多様性をより尊重する社会にな

りつつある。私たちの身の周りには、解決すべき人権問題が多く存在すると考えておかなくてはならない。

今は１００年前とは違い、多くの人が自由に意見を発信できる時代になっている。こういう時代だからこ

そ、水平社宣言に込められた当時の人々の思いを考え、人として認め合い尊敬し合うことにより、すべての

人が平等に人権を尊重され、住みやすい社会を作っていかなくてはならない。 

 今回、水平社博物館研修に参加し、部落問題について多くのことを学ぶことができた。まだまだ人権問題

について知らないことばかりなので、講演会や研修会などに参加し、積極的に学習し、知識を身に付けてい

きたいと思う。そして、あらゆる差別をなくし、人間が人間らしく、誰もが幸せに暮らしていける社会を作

っていくために、私たちにできることを考え、行動していきたい。 

 

 

 

    

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

「令和５年度 人権意識を高めるための作品集」から人権作文を掲載します。 

※（「人権のチラシ １月号」の注釈）間違った解釈と理解をしないために 

 

 

人権劇中の「差別をなくそうとする活動」の場面は、明治時代終り頃から大正時代に行われた被差別部落外の人た

ちが行った「部落改善運動」や「融和運動」を指す。これらの活動は、差別の原因を被差別部落の人々の側に求め、

部落外の人々の「同情」と「理解」を求める活動であり、そのため部落外の人たちに対する差別を逆に助長し、本

来の差別解消には繋がらなかった。この「活動」は、いわゆる「部落解放運動」ではない。 

「部落差別では差別をなくそうとする活動が逆に差別をひどくさせていたということが印象に残りました。」

（「人権のチラシ１月号の文章から） 

 

 

 


